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住宅ストックに占める空き家の状況（Ｈ２５）

将来世代に
継承できる
良質な住宅

の供給

既存住宅の流通（売買・賃貸）・他用途への転換・適切な維持管理の促進

空き家内訳
賃貸用：約430万戸

売却用：約30万戸

二次的：約40万戸

その他：約320万戸

建替え等
による対応

良好な居住環境の形成、コンパクトシティ、小さな拠点の形成等

（建替え等）

人が居住している住宅ストック総数 約5210万戸

住宅ストック総数 約6063万戸

リフォーム等
による性能の向上

577万戸 1024万戸

449万戸

3万戸
50万戸

34万戸 159万戸

戸建・長屋建 等（2,670万戸）
102
万戸

（1,407万戸）

バリアフリー・省エネ
をどちらか満たす

バリアフリー・省エネを
いずれも満たさない

（約2,200万戸） （約1,500万戸）

空き家など

（約820万戸）
（約１,300万戸）

（約200万戸）

バリアフリー・省エネをいずれも満たす

昭和55年
以前建築

戸建・長屋の約３/４が

共同住宅の約１/４が

耐震性なし

(約900万戸)
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空き家の現状－推移と種類別内訳

○ 住宅・土地統計調査（総務省）によれば、空き家の総数は、この20年で１.8倍（448万戸→820万
戸）に増加。

○ 空き家の種類別の内訳では、「賃貸用又は売却用の住宅」（460万戸）等を除いた、「その他の住
宅」（318万戸）がこの20年で２.1倍に増加。

○ なお、「その他の住宅」（318万戸）のうち、「一戸建（木造）」（220万戸）が最も多い。

[空き家の種類]
二次的住宅：別荘及びその他（たまに寝泊まりする人がいる住宅）
賃貸用又は売却用の住宅：新築・中古を問わず，賃貸又は売却のために空き家になっている住宅
その他の住宅：上記の他に人が住んでいない住宅で，例えば，転勤・入院などのため居住世帯が長期にわたって不在の住宅や建て替えなどのために取り壊すことになっている住宅など

【出典】：住宅・土地統計調査（総務省）

【空き家の種類別内訳】【空き家の種類別の空き家数の推移】
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【出典】：平成25年度住宅・土地統計調査（総務省）

空き家総数
8,195,600戸 賃貸用の

住宅
52.4%

(4,291,800)

二次的
住宅
5.0%

(412,000)

その他の
住宅

38.8%
(3,183,600)

長屋建
1.8%

(147,100)

その他
0.2%

(20,400)

共同住宅
（非木造）

7.3%
(594,300)

共同住宅
（木造）
1.4%

(116,300)

一戸建
（非木造）

1.1%
(105,500)

一戸建
（木造）
26.8%

(2,199,900)

売却用の
住宅
3.8%

(308,200)
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空き家の取得原因等

○ 空き家となった住宅の取得原因は、相続が半数以上を占める。
○ 空き家の所有者の約４分の１が遠隔地（車・電車などで1時間超）に居住。

56.4％20.5%

16.9%

2.3%
3.8%相続して取得

新築として注文･購

入

中古として購入

無償譲渡

不明

（出典）平成26年空家実態調査

■空き家の所有者の居住地からの距離■空き家となった住宅を取得した経緯

21.4%

16.6%

29.0%

15.7%

11.0%

1.2% 4.9%

ほとんどかからない（隣接地など）

徒歩圏内

車・電車などで1時間以内

車・電車などで1時間超～3時間以内

車・電車などで3時間超～日帰りが不可能

不明

無回答

■空き家にしておく理由（複数回答）

（出典）平成26年空家実態調査
3.9%
5.6%
7.4%

10.0%
10.2%

13.4%
16.7%

20.6%
20.6%

23.4%
25.8%

31.9%
32.8%
33.0%

36.4%
37.7%

39.9%
44.9%

中古戸建てを買う人が少ないから
戸建てを借りる人が少ないから

満足できる家賃が取れそうにないから
資産として保有しておきたいから
道路付けや交通の便が悪いから

満足できる価格で売れそうにないから
労力や手間をかけたくないから

他人に貸すことに不安があるから
リフォーム費用をかけたくないから

古い、狭いなど住宅の質が低いから
取り壊すと固定資産税が高くなるから

さら地にしても使い道がないから
仏壇など捨てられないものがあるから

好きなときに利用や処分ができなくなるから
将来、自分や親族が使うかもしれないから

特に困っていないから
解体費用をかけたくないから

物置として必要だから

（出典）平成26年空家実態調査

（回答数n=2,140）（回答数n=2,140）

（回答数n=461）
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新規
予算

全国版空き家・空き地バンクの構築や空き家等の流通促進に取り組む団体等への支援
1.1億円
（皆増）

23億円
(1.15倍)

1.38億円
(1.15倍)

空き家対策等の推進（H29年度予算・税制等）

〇空き家対策は、利用できるものは利用し、除却すべきものは除却するとの考え方のも
と、地域のまちづくり・住まいづくりとしての取組を支援

〇また、既存住宅流通市場の活性化の一環として支援

用途転換

住宅として流通

予算

予算

市町村による総合的な取組（活用、除却等）を推進（空き家対策総合支援事業）
「空家等対策計画」に基づく空き家対策を地域のまちづくりとして実施する市町村に対し、国が重点支援
例）・空き家の活用（空き家を地域活性化のための観光交流施設に活用）

・空き家の除却（跡地をポケットパークとして利用するための空き家の解体）

社会資本整備総合交付金（空き家の活用・除却を基幹事業として支援）

利用

新規
予算

予算

既存住宅流通・リフォーム市場の整備（長期優良住宅化リフォーム推進事業）

先駆的取組を全国に展開（先駆的空き家対策モデル事業）
市町村が専門家等と連携して行う先駆的な取組等を支援

解体・撤去

税制 買取再販事業で扱われる住宅の取得に係る不動産取得税（2年延長）・登録免許税の特例

予算

空き家所有者情報の活用（空き家所有者情報提供による空き家利活用推進事業）
必要な体制整備等のモデル的な取組を行う地方公共団体を支援

新規
予算

子育て世帯や高齢者世帯等向けの賃貸住宅に空き家等を活用
住宅確保要配慮者向けの住宅の改修や入居者負担の軽減等へ支援

41億円
(1.03倍)

0.38億円
(皆増)

社会資本整備
総合交付金等

の内数等

社会資本整備
総合交付金等

の内数

その他

※金額は概算要求額、（）内は前年比

税制
発生防止等

税制

空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例
相続により生じた古い空き家（含：除却後の敷地）を譲渡した場合、譲渡所得から３０００万円を特別控除

固定資産税等の特例（住宅用地特例の解除）
空家法に基づく勧告をした特定空家等に係る敷地について住宅用地特例の対象から除外
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○ 適正に管理されない空家等が周辺の生活環境に深刻な影響を及ぼしていること等を背景に制定された、「空家等
対策の推進に関する特別措置法」（平成26年法律第127号）（議員立法）が平成27年5月26日に全面施行され、市町
村が空き家対策を進める枠組みが整った。

空き家対策の概要

財政支援措置

居住環境の整備改善等を図る観点から、空き家の活用・除却を
促進する地方公共団体の取組を支援 （社会資本整備総合交付金）

税制措置

空家対策特別措置法に基づく市町村の取組を一層促進するため、➀民
間事業者等と連携した総合的な空き家対策への支援や、②専門家等と
連携して実施する空き家対策の先駆的モデル事業への支援を行う。

空家対策特別措置法（平成26年11月公布、平成27年5月全面施行）

市町村による空家等対策計画の策定等
・１０７市区町村が策定済（平成28年10月1日時点）

空家等の実態把握・所有者の特定等
・市町村内部で固定資産税等に関する情報の活用が可能

空家等及びその跡地の活用
管理不十分で放置することが不適切な空家等（特定空家等）に

対する措置 （助言・指導、勧告、命令、行政代執行）
・助言・指導 5,009件、勧告 137件、命令 7件、代執行 22件

（ 現行の住宅用地特例）

相続人が、相続により生じた古い空き住宅又は当該空き住宅の除却後
の敷地を平成28年４月１日から平成31年12月31日までの間に譲渡した
場合、譲渡所得から３０００万円を特別控除する。（平成２８年創設）

更地

被相続人の住宅 空き住宅

耐震リフォーム
（耐震性がある場合は不要）

空き住宅の譲渡所得
3,000万円 特別控除の適用

相続

空き家の活用 周辺建物の外観整備 空き家の除却 空き室の活用

現行の
住宅用地

小規模住宅用地
（200㎡以下の

部分）

一般住宅用地
（200㎡を超え

る部分）

固定資産税の
課税標準

1/6に減額 1/3に減額

市町村長が法の規定に基づく勧告をした特定空家等については、
当該特定空家等に係る敷地について固定資産税等の住宅用地
特例の対象から除外

●

●

●

●

①空き家対策総合支援事業 H29予算案 23億円
②先駆的空き家対策モデル事業 H29予算案 1.38億円

(平成28年10月1日時点)
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